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ID: 8
担当部署: 建設水道課

処分の概要 家賃の減免又は徴収猶予

例 規 名

根 拠 条 項
村田町定住促進住宅条例 第16条第1項

例 規 番 号 平成27年条例第34号

【基準】

第16条及び村田町定住促進住宅条例施行規則第14条の規定による。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、規則で定める状況にあると認めると

きは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の疾病等により支出が著しく多額であるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他入居者が前2号に準じる特別の事情により、著しく収入が減じ、又は支出が多額

であるとき。

2 前項に定めるもののほか、家賃の減免又は徴収猶予について必要な事項は、規則で定める。

(家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の基準等)

第14条 条例第16条第1項の規則で定める状況は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定めるものとする。

(1) 条例第16条第1項第1号 入居者が疾病等のため長期にわたる療養等が必要であり、か

つ、入居者の月額所得から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が104,000円に10

分の7を乗じて得た金額(以下この条において「基準額」という。)以下である場合

(2) 条例第16条第1項第2号 入居者が災害により損害を受け、かつ、入居者の月額所得か

ら当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下である場合

(3) 条例第16条第1項第3号 入居者が前2号に規定する状況に準じた状況にある場合

2 条例第16条第1項又は第18条第1項ただし書の規定による家賃若しくは敷金の減免又は徴

収猶予の基準は、次に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃又は敷金の徴収猶予

(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃又は敷金の免除

(3) その他の者 家賃又は敷金の減額

3 前項第3号の減額は、入居者の事情に応じて、当該入居者の月額所得の額(条例第16条第1項

第1号又は第2号に該当する者にあっては本条第1項第1号又は第2号に規定する控除を行っ

た後の額、条例第16条第1項第3号に該当する者にあっては本条第1項第1号又は第2号の規定

に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額の範囲内で行うもの

とする。

4 家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲内において町長が入

居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することが

できる。

5 前各項に定めるもののほか、家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予に関し必要な事項は、

別に定める。



村田町 条例適用申請に対する処分個票

2

標準処理期間 15日

備考

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 2 日 最終変更年月日 年  月  日


